
後 継 者 問 題 ・ 事 業 承 継 ・ 経 営 に 悩 む 市 内 事 業 者 を 全 力 サ ポ ー ト ！

「事業承継」＆「経営支援」
個 別 相 談 会

事前予約制

 子 ど も や 従 業 員 に 会 社 を 引 き 継 ぎ た い が 、 何 か ら 始 め た ら 良 い の か ？

 後 継 者 が い な い … 。 廃 業 す る と 従 業 員 や 取 引 先 に 迷 惑 が 掛 か っ て し ま う 。

 後 継 者 を 探 し て い る お 店 が あ れ ば 引 き 継 ぎ た い 。

 親 か ら 会 社 を 引 き 継 ぐ 予 定 で い る が 、 今 の 経 営 状 況 が 心 配 。

 販 路 拡 大 、 資 金 繰 り 、 業 務 改 善  等 々 、 経 営 に 関 す る 様 々 な 悩 み を 抱 え て い る 。

東 松 島 市 役 所 　 産 業 部 商 工 観 光 課 　 商 工 振 興 ・ 企 業 誘 致 係
　 　 T E L  ：  0 2 2 5 - 8 2 - 1 1 1 1 （ 内 5 1 5 1 ） 　 　 F A X  ：  0 2 2 5 - 8 7 - 3 8 0 4
　 　  E - m a i l  ：  s y o k o @ c i t y . h i g a s h i m a t s u s h i m a . m i y a g i . j p

お問合せ・申込先

こんなお悩みをお持ちの方は是非ご参加ください

東松島市

主 　 催 ：  東 松 島 市 　 　 　 　 協 　 力 ：  東 松 島 市 商 工 会 、 宮 城 県 事 業 承 継 ・ 引 継 ぎ 支 援 セ ン タ ー

東松島市内の経営者 または 後継者の方対 象 者

令 和 8 年 ３ 月 6 日 ( 金 )
① １ ０ 時 ～ １ １ 時 　  ② １ 3 時 ～ １ 4 時 　  ③ １ 5 時 ～ １ 6 時

開催日時

東松島市役所　鳴瀬庁舎開催場所

６０ 分 の 個別相談

（住所：東松島市小野字新宮前5番地）
　※　１階商工観光課へお越しください

相談形式

 当日中に完了しない場合は、継続して支援を行います。

 相談会当日は、可能であれば直近の決算書（個人事業主さまは確定申告書）の写し

をご持参ください。

（事業承継に関するご相談）対応機関

宮城県事業承継・引継ぎ支援センター
◆ 宮城県事業承継・引継ぎ支援センターは事業承継に悩む中小企業をサポートする機関です。
　　　　 ◎事業承継（親族内・第三者）　　◎M&Aマッチング支援
　　　　 ◎事業承継計画策定　　◎事業承継診断　　◎各種セミナー

（経営全般に関するご相談）

八木経営士事務所　代表　八木　寛彰　氏
［ 東松島市創業支援アドバイザー ］

Web または FAX でお申し込みください。
申込詳細は、裏面をご覧ください。

申込方法

　※　親族、従業員、第三者からの相談もお受けいたします。

２ 月 ２7 日 ( 金 )

（定員に達し次第締め切ります）

申込締切

事業承継相談会　６名　、　経営支援相談会　3名定　　　員

東松島市内の経営者 または 後継者の方対 象 者

無 料
参加費

mailto:syoko@city.higashimatsushima.miyagi.jp


東松島市「事業承継」＆「経営支援」個別相談会
W e b  ま た は  F A X  で お 申 し 込 み く だ さ い

１ Webでのお申込み

右のお申込みフォームからお申し込みください。

申込みフォームURL
https://logoform.jp/form/vbqt/1403552

２ FAXでのお申込み

F A X 参 加 お 申 込 書 ［ 令 和 8 年 ３ 月 6 日 開 催 ］

記入日 令和 8 年　　　　　月　　　　　日

事業者情報

（会社名）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　.

（所在地）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　あ　　

（代表者名）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（代表者年齢）　　　　　　　　　　　　歳

相談者情報

（氏名）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　.

（代表者との関係）　　本人　・　親族　・　役員　・　従業員　・　その他（　　　　　　　　）　あ　

（電話番号）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（e-mail）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　あ

希望相談時間

□　10時～11時　　　　□　13時～14時　　　　□　15時～16時

□　どの時間帯でも可

　　　※　各回、先着順で受け付けます。お早めにお申込みください。

相談内容

□　事業承継に関する相談

　  　→　□　親族への承継　　　　□　役員・従業員への承継　　　　□　第三者への承継

□　経営に関する相談　

＜具体的な相談内容＞　　※可能な限りご記入ください。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　あ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　あ

以下の申込書にご記入の上、下記FAX番号まで送信してください。

FAX ： 0225-87-3804 東松島市役所　産業部商工観光課
商工振興・企業誘致係　行き

＜個人情報の取り扱いについて＞
　本相談会のお申込みにより取得する個人情報は、相談会開催のために利用し、第三者に提供することはありません。

事 前 予 約 制

https://logoform.jp/form/vbqt/1403552

